
資料５

【ブリーフィング用】

機械式立体駐車場の機械式立体駐車場の
利用者安全への取組み利用者安全 の取組み

立体駐車場工業会の概要立体駐車場工業会の概要

機械器具設置工事業の許可を受け立体駐車場に関する事業を行う企業を正会員とする公益社団法人（会員数は３６社）

総会

機械器具設置工事業の許可を受け立体駐車場に関する事業を行う企業を正会員とする公益社団法人（会員数は３６社）

理事会（９社、１０名） 運営評議会（９社、１０名）

監事

運営評議会

事務局

専務理事、事務局（事務局長、事務局員４名）

・会の事務処理及び委員会の事務局業務

「技術委」（１１名）

理事会 常勤

非常勤

安

全

管

理

技

術

委

員

審

査

委

員

広

報

委

員

技術委」（ 名）

・技術基準の制・改定活動.etc

「審査委」（５名）

・機械式駐車装置の認定審査.etc

「広報委」（９名）

・広報・宣伝活動 etc
委

員

会

員

会

員

会

員

会

・広報・宣伝活動.etc

「安管委」（１０名）

・事故再発防止活動

・安全講習会・安全啓発活動.etc

「施工安全標準化」ＷＧ「機械安全標準化」WG

標準化活動

・合同専門部会（2013. 7. 8発足）

・機械安全標準化ＷＧ（2013.11.11発足）

合同専門部会
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立体駐車場工業会及び認定制度のあゆみ立体駐車場 業会及び認定制度のあゆみ

立体駐車場工業会は、交通難緩和の一環としての立体駐車場の整備に関する国の施策に協力するとともに、立体駐車場事業の健全な発達を図り、

もって都市機能の維持増進並びに社会福祉の増進に寄与することを目的としている。

１９５７年 １９６０年 １９６２年 １９６３年 １９６５年 １９６８年 １９７０年 １９９２年 １９９６年 ２００１年 ２０１２年 ２０１３年

昭和３２年 昭和３５年 昭和３７年 昭和３８年 昭和４０年 昭和４３年 昭和４５年 平成４年 平成８年 平成１３年 平成２４年 平成２５年昭和３２年 昭和３５年 昭和３７年 昭和３８年 昭和４０年 昭和４３年 昭和４５年 平成４年 平成８年 平成１３年 平成２４年 平成２５年

●  二段式駐車場（東京永田町の日枝神社）

●  垂直循環方式（東京日本橋の高島屋）

●  エレベータ方式（東京品川の東都日産モーター）

●駐車場法制定（昭和３３年施行） ●施行令第１５条の認定基準（通達） ●施行令第１５条改正
法制度等

機械式駐車場
　（初号機）

●駐車場法施行令制定 ●認定制度の改正

●駐車場法施行令第１５条の規定に基づき ●工業会に対して安全性に関する ●安全性の審査を廃止

　 大臣認定制度を開始 　 審査業務を委託（昭和４３年１０月廃止）

●「施行令第１５条の認定基準」に基づき、

工業会に対して安全性に関する審査業務を委託

法制度等

国/工業会
認定制度

  工業会に対して安全性に関する審査業務を委託

●技術委員会を設け審査開始 ●機械式駐車装置の信頼性の維持向上を

　 図る観点から、装置の安全性・円滑性等

   に関する審査を開始

●“立体駐車場工業会”設立 ●社団法人として認可 ●公益社団法人へ移行

（任意団体 会員数 社） ●会員数 社

認定制度

工業会のあゆみ
　　（任意団体、会員数２８社） ●会員数３６社

●「機械式駐車場技術基準（総合編）」を制定

●方式別基準を順次制定（1971年～1989年）

●監修（建設省都市再開発課）の表記あり

●監修の表記なし ●２０１３年版発行

機械式駐車場技
術基準

業会 あゆみ

冊子になったのは、1992年から。その後の改訂は、95年、96年、98年、

99年、01年、04年、08年、13年に行われている。

08年版から総合編と方式別を一本化（合本）。
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●監修の表記なし ●２０１３年版発行

技術基準における安全性確保に関連する

技術基準における安全性確保の前提条件 [管理基準編に示される管理並びに取扱者による操作を前提として、安全性確保に

項目とその対象

利用者 収容車 駐車装置
安全性確保に関連する項目

安全性確保の対象
備　　　考

必要と判断した項目を規定]

安全性確保に関する項目 [利用者(取扱者含む）、車、装置の保護に関する項目を規定（下記一覧参照）]

利用者 収容車 駐車装置

3.2.1 出入口付近の構造 〇 装置内への人の侵入防止
3.2.2 出入口寸法 〇 〇 有効空間
3.2.3 自動車の通過部分の寸法 〇 有効空間
3.2.4 通路の寸法 〇 有効空間
3.2.5 自動車への乗降室の構造 〇 装置内での墜落防止、人の取残し防止

3 3 搬器の床先と出入口の床先および駐車室の床先との寸法 〇 人の転倒 踏み抜き防止

出入口付近および
自動車の乗降室の
構造

3.2

3.3 搬器の床先と出入口の床先および駐車室の床先との寸法 〇 人の転倒、踏み抜き防止
3.4 駐車室の構造 3.4.1 駐車室の寸法（駐車の用に供する空間） 〇 駐車部の有効空間

3.6.1 緊急停止装置 〇 〇 〇 異常時の停止装置
3.6.2 自動車への乗降室における安全装置 〇 人の取残し防止
3.6.3 出入口扉等の安全装置 〇 〇 扉と装置の動作条件、扉での挟まれ防止
3.6.4 駐車室の自動車の出入口の安全装置 〇 〇 同乗方式での扉と装置の動作条件
3 6 5 乗降室での自動車の位置によるインターロック 〇 車の定位置外駐車時の破損防止

3.6 安全装置

3.6.5 乗降室での自動車の位置によるインターロック 〇 車の定位置外駐車時の破損防止
3.6.6 横行、昇降、縦行時のインターロック 〇 〇 搬器同士の動作条件
3.6.7 隣接機とのインターロック 〇 動作中の装置と人の分離
3.6.8 行過制限装置 〇 〇 〇 オーバーランによる破損防止
3.6.9 搬器落下防止装置 〇 〇 乗降中の安全確保
3.6.10 自然降下防止装置 〇 油圧式における規定
3 6 11 自動車の移動防止 〇 駐車ブレ キ前提での搬器からの脱落防止3.6.11 自動車の移動防止 〇 駐車ブレーキ前提での搬器からの脱落防止
3.6.12 停電時の制動装置 〇 〇 停電時の搬器制動
3.6.13 複数の出入口の開閉順序 〇 人の取残し防止
3.6.14 搬器の停止位置による扉等のインターロック ○ 装置内への墜落、転落防止
3.6.15 自動車転落防止 〇 装置外への自動車転落による重大災害防止
3.6.16 駐車室の落下防止装置 〇 地震による車の転落防止
3 6 17 地震時の自動停止装置 〇 〇 地震発生後の装置 車の２次被害防止
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3.6.17 地震時の自動停止装置 〇 〇 地震発生後の装置、車の２次被害防止
3.6.18 縦列式における自動車の通過部分の安全装置 〇 〇 縦列式での装置内車路での安全装置
3.6.19 出入口扉と装置内の昇降部位との挟まれ防止 〇 扉と装置昇降部位との間での挟まれ防止



標準化（技術基準の見直し）活動の概要（１）標準化（技術基準の見直し）活動の概要（１）

昨年度取組んできた安全向上推進活動の新しいステージとして、市場における事故状況や動向を監視し、分析することにより、将来起こり得る

と予測される問題に対して、事前に処置をする活動を行うため、安全性の規格を作ることが急務との判断から技術基準の見直し、認定審査の

機械式駐車場技術基準

充実を図ることを目的として、工業会内部に機械安全標準化活動のための合同専門部会を設け、２０１３年（平成２５年）７月から活動を開始

した。

A

基本安全規格

B

グループ

ＩＳＯ／ＩＥＣ Guide ５１

(JIS Z 8051)

ＩＳＯ：機械系 ＩＥＣ：電気系 機械式駐車装置の唯一の基準であり

有用ではあるが、利用者視点に立ったリ

スク低減のための改訂が望ましい。

タイプＡ規格（基本安全規格）

ISO12100：2010
(JIS B9700：2013)

機械類の安全性-設計のため
の一般原則-リスクアセスメント
およびリスク低減

機械式駐車場技術基準・同解説

機械式駐車場技術基準

ＥＮ１４０１０：２００３＋Ａ１：２００９グル プ

安全規格

Ｃ

個別機械安全規格

２０１３年版

公益社団法人 立体駐車場工業会

国際安全規格の体系
機械式駐車場技術基準に安全要求

事項を取り込んだ標準化を図る（タイプ

〔機械類の安全－自動車用動力駆動式駐車装置－

設計、製造、架設および試運転の各段階のための安全

およびＥＭＣ要求事項〕

EN  ISO12100-1：2003に記載されたタイプＣ規格
事項を取り込んだ標準化を図る（タイプ

Ｃ規格相当）。

技術基準を固めた後、ＪＩＳ化を目指す。

保 整備

対象は「動力駆動の駐車装置」（いわゆる大型機と、二段・多段方式の駐車装置）で、入庫

できる車は普通自動車（全長5.3ｍ以下、全幅2.3ｍ以下、全高2.2ｍ以下、重量2500ｋｇ以

下）としている。

開発・

設計
製造 輸送 据付 調整

試運転

完成

引渡
解体運用（通常使用）

保守・

点検

整備・

更新
機械式駐車装置のライフサイクルと標準化範囲
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① 調整・試運転～引渡し ② 運用（通常使用） ③ 保守時の運用・保守作業

標準化（技術基準の見直し）活動の概要（２）標準化（技術基準の見直し）活動の概要（２）
機械式駐車装置のリスクアセスメント

開始
活動目的

1

機械類の制限の決定

危険源の同定

1

2

①機械類の安全性に関する規格を制定する

②規格に沿った製品が出来上がっていることを証明する機関として

活動するための制度を計画する

危険情報の収集・整理

無人確認、危険源への接近など１０分類

合同専門部会に国交省から

もオブザーバとして参加いただ

いている

リスク見積り

リスク評価

3

4

リスクアセスメント対象機械

乗降領域の構造で８類型に分類

機械類の制限事項

使用及び予見可能な誤使用等について抽出

危険源の同定準備リスク評価

リスクは適切に低

減されたか？
文書化（結果の記録）

4

危険源の同定範囲

①建設時の電源投入 調整 試験 引渡し

危険源の同定準備

対象とする危険源、対象とする人、危険事象の要因分析

2

終了

リスク低減：許容可能なものでなければ許容可能なレベルまで

減されたか？ Ｙｅｓ

Ｎｏ

①建設時の電源投入～調整・試験～引渡し

②運用（通常使用）

③保守時の運用・保守作業

危険源の同定件数
リスク低減：許容可能なものでなければ許容可能なレベルまで

リスクを低減する。
・通常保守＋保守＋調整・試運転≒５００

他の規格等現状の方策
課題

対応策 方針決定3 「技術基準」改定リスク見積り及びリスク評価

並びにリスク低減
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との比較（技術基準）
課題

（作業部会） （合同部会）
4 （技術委）並びにリスク低減



機械式駐車装置の設置時の概況機械式駐車装置の設置時の概況
　　機械式駐車装置設置状況（パレット台数/年度別）

大型機 ニ・多段方式

28,300 28,949 25,390 
40 000

60 ,000 

80 ,000 

100,000 

住宅用 営業用 サービス用 自家用 合計

63,880 

41,748 31,661
35,761 37,610 

60 ,000 

80 ,000 

100,000 

住宅用 営業用 サービス用 自家用 合計

79,268

16,356 11,609 11,904 

0  

20 ,000 

40 ,000 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

31,661 

0  

20 ,000 

40 ,000 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

　　マンションへ機械式駐車装置を納めた時の関係者位置付け

Ｈ２４年度の設置台数（パレット台数）

大型機は約５０％、ニ多段式においては約９０％がマンション等の住宅用として設置された。

マンション事業者

（デベロッパー）発注

ゼネコン

工事受注
引渡・竣工

販売・募集・内覧会

（含む立駐説明会）

購入・入居者へ

引渡し

駐車装置納入

取扱い説明

マンション管理会社

選定（含む立駐））
立駐機メーカー

立駐機メーカー 設計・製造・据付・ 保守・点検契約

取扱い説明 選定（含む立駐））

駐車装置

発注

保守・点検

契約

事業者・ゼネコン・管理会社

のいずれかの要請で内覧会に

立ち会うことがある）
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駐車装置を受注 引渡
保守 点検契約

(契約内容による保守点検・報告)

安全啓発活動安全啓発活動
　　安全講習会

機械式立体駐車場の安全確保の管理、徹底を呼び掛ける活動として、駐車場の所有者、管理者、駐車装置

の操作者の方への管理上および取扱い上の注意事項をまとめた安全講習会を行っている。

主催：公益社団法人 立体駐車場工業会

後援：消費者庁・国土交通省・一般社団法人全日本駐車協会

第１回は、２００８年（平成２０年）５月１８日に東京で開催し、以降、大阪、名古屋、横浜、札幌、京都、広島、神戸、仙台などの

都市で開催し、現在１４回を終え延べ７７４名の方が受講。

川崎市内のマンションで発生した事故に伴う救助活動の体験と、川崎市内での機械式立体駐車場の現状を踏まえての川崎市消防局から要請を受け、

講習会を行った。

これまで行ってきた内容とは異なり 事故が発生した場合の救助活動をいかに安全に 速やかに展開するかという視点からの講習会となった

川崎市消防局で機械式立体駐車場の講習会を開催

　　安全ＤＶＤ（安全ガイドアニメーション）

機械式立体駐車の正しい利用方法と過去の事故事例をCGアニメーションでリアルに映像化し

これまで行ってきた内容とは異なり、事故が発生した場合の救助活動をいかに安全に、速やかに展開するかという視点からの講習会となった。

たＤＶＤが１１月に完成した。

特に、普段見えない機械装置の危険箇所の「見える化」を図り、具体的な事故事例を動画に

より説明し、より効果的な啓発活動ができるよう工夫した。

　　安全パンフレット

所有者、管理者が管理基準を理解し、適切な利用方法を取扱者、利用者へ確実に説明、日常管理していただくことが重要

であることから安全パンフレット、注喚起シールを発行、技術基準改定時に内容の見直しも行っている。
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